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令和７年第９回廿日市市農業委員会総会議事録  

 

１．日　　時　令和７年９月５日（金）　  

　　　　　　　午前１０時００分開会　　　　午前１０時５１分閉会　  

 

２．場　　所　廿日市市役所７階会議室  

　　　　　　　　　　　  

３．出席委員（農業委員　１３名）  

　　　　  

　　（推進委員　１０名）　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．欠席委員（　３名）  

 

５．議事録署名委員  

 

６．会議に出席した委員以外の者  

 

７．服務のため出席した者  

 

８．会議に諮った議題  

《審議事項》  

⑴ 議案第 38 号　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地利用  

　　　　　　　　促進計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵ 議案第 39 号　農地法第３条の規定による許可申請について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑶ 議案第 40 号　農地法第４条第１項の規定による許可申請について  

⑷ 議案第 41 号　農地法第５条第１項の規定による許可申請について  

⑸ 議案第 42 号　非農地証明交付申請について  

⑹ 議案第 43 号　利用状況調査に伴う農地・非農地の判断について  

⑺ 議案第 44 号　廿日市市の農業・農村施策に対する意見書（案）について  

 ２番 木浦　紀幸 ３番 神鳥　正貴 ４番 是佐　惠美子

 ５番 松井　祥壮 ６番 梶原　安行 ７番 山田　政則

 ８番 岩木　國明 ９番 古川　憲吾 １０番 吉田　雅子

 １１番 中谷　純子 １２番 中田　安義 １３番 岡　真由美

 １４番 岩本　博志

 推進委員 登　宏太郎 推進委員 中山　憲治 推進委員 岡村　昭男

 推進委員 中田　進 推進委員 堀田　良昭 推進委員 三田　邦男

 推進委員 清水　透 推進委員 松井　辰夫 推進委員 田丸　和也

 推進委員 倉本　良夫

 １番 河井　孝之 推進委員 小西　礼子 推進委員 安井　多佳子

６番 梶原　安行 ７番 山田　政則

 農 業 委 員 会 事 務 局

 次　長 竹上　教東

 主　事 前田　桂巳子

 （佐伯支所） 次　長 藤本　秀樹

 （宮島支所） 主　事 榎     浩子

 （大野支所） 主任主事 泉　　　勝



2 
 

《報告事項》  

⑴ 報告第  1 号　農地法第４条第１項第７号の規定による届出について  

⑵ 報告第　2 号　農地法第５条第１項第６号の規定による届出について  

９．その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（開会　午前１０時００分）  

 事務局  
 
 
岩本会長  
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初めに岩本会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行さ

れます。よろしくお願いします。  

　  

　ただいまから、令和７年第９回廿日市市農業委員会総会を開

会いたします。  

　　　  

本日の議事でございますが、農用地利用促進計画が２件、農地

法第３条、４条、５条の許可申請が８件、非農地証明５件、非

農地通知が４件でございます。報告が、農地法４条、５条、１

２件でございますので、よろしくお願いいたします。  
 
　まず、本総会の成立を申し上げます。委員総数１４名、本日

の出席委員１３名、欠席１名でございます。在任委員の過半数

の委員が出席されておりますので、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定により、本総会は成立をしております。  
　続きまして、議事録署名委員の指名を行います。  
　廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定に基づ

き、６番の梶原議員さん、７番の山田委員さんのご両名にお願

いをいたします。  
　それでは議事に入ります。これから座って進行させていただ

きますので、よろしくお願いします。  
　議案第３８号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用促進計画について議案とします。説明をお願いい

たします。  
 
　議案第３８号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用促進計画の利用権貸借について説明させていただ

きます。  
　議案書は、３ページになります。  
　番号７５番、農地の所在は、玖島字南川上、登記地目は田で、

面積は、１筆の２，５９０平方メートルで、利用目的は田です。

期間は、公告日の翌日から令和１７年３月３１日までの使用貸

借の新規設定を行うものです。  
　次に、番号７６番、農地の所在は玖島字中平谷、登記地目は

田及び畑で、面積は、４筆の４，８５８平方メートルで、利用

目的は田です。期間は、公告日の翌日から令和１７年３月３１

日までの使用貸借の新規設定を行うものです。  
　本件はいずれも、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査

を行い、内容を精査しましたところ、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条の各要件を満たしていると考えます。  
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議長  
 
 
６番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 

　以上で、議案第３８号、農地中間管理事業の推進に関する法

律に基づく農用地利用促進計画の利用権貸借についての説明を

終わります。  
ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 
　それでは、７５番、７６番について、梶原委員さんお願いい

たします。  
 
　６番の梶原です。７５番、７６番についてご報告いたします。

８月１８日に、岩木委員、堀田委員、事務局とで現地確認を行

いました。７５番の南川上の件ですが、これは継続ですので、

何ら問題はないと思います。７６番の中平谷ですが、○○さん

と○○さんというのは兄弟で、○○さんが兄さんです。親から

の相続で全てを分割して相続されていたわけですが、○○さん

の体調が優れないということで弟の○○さんが耕作されるとい

うことです。○○さんは○○にお住まいですので、通作で農業

をされておられまして、○○という田んぼは、これは保全管理

できれいに現地確認の時には管理されておりました。あと３筆

につきましては、既に田んぼもうっすらと色がついて、すぐに

もう刈り取れるかというような状態でして何ら問題はないと思

いますので、よろしくお願いいたします。  
 
　ありがとうございました。それでは、この２件につきまして

ご意見ご質問等があれば、お願いいたします。  
 
　すみません。事務局から１点補足させてください。７５番の

借受者が清水委員さんなのですが、今回、借受人で退席をして

おりません。が、推進委員さんということで、総会の議決権は

ありませんし、発言もできません。この件に関しては発言はで

きないのですが、傍聴と同じような形で、退席なしということ

でさせていただいております。どうぞご了承ください。  
 
　はい、ということでございます。ご意見ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第３８号について、異議なしとして回答することに異議

はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第３８号について、異議なしとして回

答することに決定をいたします。  
　続きまして、議案第３９号、農地法第３条の規定による許可
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事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
岡村推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  

申請について議案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第３９号、農地法第３条の規定による許可申請について

説明させていただきます。議案書は５ページ、６ページになり

ます。  
　番号１９１番、農地の所在は、原字下ヶ原、登記地目は田で、

１筆の１８０平方メートルの申請です。権利の移転理由は、譲

渡人は、遠方による耕作困難。譲受人は、経営規模拡大のため

で、有償の所有権移転です。  
　番号２０２番と２０３番は、関連案件となります。農地の所

在は、宮内字石原、登記地目は田で、合計２筆の１，２９５平

方メートルの申請です。権利の移転理由は、譲渡人は耕作意欲

の低下により耕作困難のため、譲受人は譲渡人の耕作を手伝っ

ており、改めて買受をするためで、有償の所有権移転です。  
　次に、番号２０６番、農地の所在は、吉和字花原貝野平、登

記地目は田で、１筆の１，９７５平方メートルの申請です。権

利の移転理由は、譲渡人は後継者不足により耕作困難のため、

譲受人は経営規模拡大のためで、無償の所有権移転です。  
　次に、番号２１４番、農地の所在は、玖島字壱町田景浦及び

楢原、登記地目は田で、５筆の４，４２４平方メートルの申請

です。権利の移転理由は、譲渡人は自宅の売却に伴い農地も売

却するため、譲受人は会社で購入する住宅に隣接し、新たに耕

作をするためで、有償の所有権移転です。  
　本件はいずれも、保有する機械等から判断して、農地取得後

も全ての農地を耕作するものと認められ、申請地周辺の農地の

利用に支障が生じることは考えられないため、農地法第３条第

２項各号には該当せず、許可要件を満たしていると考えます。  
以上で、議案第３９号、農地法第３条の規定による許可申請

について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。  
 
　それでは地元地区担当委員の意見をお伺いします。１９１番

について、岡村委員さんお願いいたします。  
 
　原地区推進委員の岡村です。１９１番について説明いたしま

す。８月２０日、中谷委員と私、事務局２名とで、現地へ行っ

てまいりました。場所は、速谷神社から北へ約１キロ、ちょう

ど原地区と平良地区の境目あたりになります。現地を確認した

ところ、当日はまだ耕作はされていませんでしたが、今からき

れいにしていただけるのだろうと思っております。川側に土地

もありまして、これから耕作されると農地が少しでも活発にな

るのではないかなというところです。ご審議のほどよろしくお

願いします。以上です。  
 
　ありがとうございました。それでは、２０２番、２０３番に
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中山推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
１２番委員  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
８番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 

ついて、中山委員お願いいたします。  
 
　推進委員の中山です。８月１９日、岩本会長、事務局２名と

現地に行きました。現地は県道３０号線を佐伯に向かっていっ

たところの高速道路の下のほうになります。現地は、上の○○

は樹園地としてきれいにされておりました。草刈り等も、下草

もきれいに刈られておりました。２つ目の枝番２は、カボチャ

のほか野菜をしっかり管理されて植えておられましたので、何

ら問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。  
 
　はい、ありがとうございました。続きまして、２０６番につ

いて、中田委員さんお願いいたします。  
 
　１２番の中田です。番号２０６番について説明いたします。

８月２０日に、岡職務代理者、倉本推進委員、事務局とで、現

地確認を行いました。現地は、吉和学園の近くにあり、譲受人

の○○さんが、これまでもずっと借りて耕作をされておりまし

た。今回、無償で移転されるということですが、特に問題はご

ざいません。審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、２１４番につい

て、岩木委員さんお願いいたします。  
 
　はい、８番の岩木です。番号２１４番の３条申請について報

告いたします。現地は、玖島楢原信号機より東に行き、玖島小

学校から約３００メートルほど南に行ったところでございま

す。場所は、壱町田のほ場整備した１まちです。そして、楢原

地区は、玖島小学校から約３０メートルぐらい西に行ったとこ

ろにあるのですが、先ほど事務局からもありましたように、家

屋を売却されるということで、家屋周辺の農地が４まちほどご

ざいます。それを、８月１８日の現地確認をいたしました事務

局職員１名の方と堀田推進委員と私とで確認をいたしました。

譲渡人の渡さんが所有していた農地を、譲受人の○○さんに移

転される農地です。一昨年までは耕作されていたのですが、今

現在は遊休農地として草がちょっと繁茂している状況です。

近々に、モアーで草刈りをされるようです。○○さんは、先ほ

ど説明がありましたように会社経営をされており、従業員の方

とともに水稲栽培をされる予定でございます。何ら問題ないと

思いますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上

です。  
 
　ありがとうございました。それでは、この５件につきまして

質問等があれば、お願いをいたします。  
　ございませんか。  
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議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
岡村推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 

 
≪委員より質疑等なし≫  

 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第３９号につ

いて許可することに異議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第３９号について許可することに決定

をいたします。  
　続きまして、議案第４０号、農地法第４条第１項の規定によ

る許可申請について議案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第４０号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて、説明させていただきます。議案書は、７ページになり

ます。  
番号２０７番、農地の所在は、原字橋本、登記地目は田で、

面積は、２筆の５５．９１平方メートルの申請です。転用理由

は、住宅として利用するための申請ですが、以前の所有者が農

地転用の手続を行わず利用していたため、顛末書が提出されて

います。本件は書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で

現地調査を行い内容を精査したところ、事業規模から見て適切

な面積であり、本件の許可により周辺農地への被害や悪影響は

ないものと考えます。  
　以上で、議案第４０号農地法第４条第１項の規定による許

可申請について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。  
 
　それでは地元地区担当委員の意見をお伺いします。２０７番

について、岡村委員さんお願いいたします。  
 
　原地区推進委員の岡村です。２０７番について説明いたしま

す。８月２０日、中谷委員さんと事務局２名、私とで、現地確

認をしてまいりました。場所は、原市民センターから東へ約５

００メートル行ったところにありました。この申請人の○○さ

んのおじいさんが建てられた家だったそうで、その関連で顛末

書も出ておりますが、周囲には建物ばかりで、農地には全く周

囲の影響はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、この件につきま

してご意見、ご質問等があればお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
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議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
岡村推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
７番委員  
 

 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第４０号について許可することに異議はございません

か。  
≪委員より異議等なし≫  

 
　異議なしと認め、議案第４０号について許可することに決定

をいたします。  
　続きまして、議案第４１号、農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について議案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第４１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて説明させていただきます。議案書は、８ページになりま

す。  
　番号１９０番、農地の所在は、原字下ヶ原、登記地目は田で、

面積は、２筆の４２２平方メートルの申請です。転用理由は、

住宅として利用するための申請です。  
　次に、番号２０１番、農地の所在は、大野字十郎原、登記地

目は田で、面積は、１筆の６８３平方メートルの申請です。転

用理由は、駐車場及び資材置場として利用するための申請です

が、以前の所有者が農地転用の手続を行わず利用していたため、

顛末書が提出されています。本件は書類審査後、地元地区担当

委員と事務局職員で現地調査を行い内容を精査したところ、事

業規模から見て適切な面積であり、本件の許可により周辺農地

への被害や悪影響はないものと考えます。  
　以上で、議案第４１号農地法第５条第１項の規定による許

可申請について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。１９０

番について、岡村委員さんお願いいたします。  
 
　原地区推進委員の岡村です。１９０番について説明させてい

ただきます。８月２０日に現地確認へ行ってまいりました。場

所は、速谷神社から北へ１キロメートルのあたりです。この土

地は、河川のそばにある土地でありまして、橋と道路が周囲に

ありまして、１か所だけ畑がありましたけれども、そちらには

影響がないと判断しましたので、影響はないと思います。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、２０１番につい

て、山田委員さんお願いいたします。  
 
　７番の山田です。２０１番についてご説明いたします。８月

１９日に、中田推進委員、それから事務局とで、現地を確認い
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議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たしました。この土地は休耕地でシダに覆われた土地であった

んですが、道路を挟んだ向かい側に、この譲受会社の○○があ

りまして、そこと一緒に資材置場、それから駐車場として使用

するというものでございます。転用によって別に周辺に支障を

与える心配はないと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
　ありがとうございました。それでは、この２点につきまして

ご意見、ご質問等があればお願いをいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第４１号について、許可することに異議はございません

か。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第４１号について許可することに決定

をいたします。  
　続きまして、議案第４２号、非農地証明交付申請について議

案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第４２号、非農地証明交付申請について説明させていた

だきます。  
　議案書は９ページ、１０ページになります。また、追加資料

として、現地確認写真の「議案第４２号　資料」も併せてご覧

ください。  
　番号１８９番、農地の所在は、原字下ヶ原、登記地目は田で、

面積は、１筆の１，３２８平方メートルの申請です。  
　次に、番号１９９番、農地の所在は、吉和字石原宮垣内及び

石原高登、登記地目は田及び畑で、面積は、６筆の１，２９６．

６８平方メートルの申請です。  
　次に、番号２０５番、農地の所在は、地御前字神賀、登記地

目は畑で、面積は、２筆の７３０平方メートルの申請です。  
　次に、番号２０８番、農地の所在は、地御前字神賀、登記地

目は畑で、面積は、３筆の４２５．３平方メートルの申請です。 
　次に、番号２１３番、農地の所在は、玖島字壱町田景浦、登

記地目は畑で、面積は、１筆の２２４平方メートルの申請です。 
　本件は書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調

査を行い内容を精査しましたところ、現地は山林の様相を呈し

ているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく

困難な土地であると認められましたので、農地法に関する各種

証明事務取扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」に

該当するか否かの判断基準を準用し、非農地である旨の証明は
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議長  
 
 
８番委員  
 
 

可能と考えます。  
　以上で、議案第４２号、非農地証明交付申請について説明を

終わります。  
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。１８９

番について、岡村委員さんお願いいたします。  
 
　原地区推進委員の岡村です。１８９番について説明いたしま

す。８月２０日、中谷委員、事務局２名、私とで、現地確認を

してまいりました。場所は、速谷神社から約北へ１キロメート

ル行ったとこにあります。場所は、手前が川になっているので

すが、その奥側が、もう山林と化しており、もうとてもじゃな

いですが農地になるような状況ではありませんでしたので、報

告いたします。ご審議のほどよろしくお願いします。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、１９９番につい

て、中田委員さんお願いいたします。  
 
　１２番の中田です。番号１９９番について説明いたします。

８月２０日に、岡職務代理者、倉本推進委員、事務局とで、現

地確認を行いました。現地は３か所に点在しているわけですが、

３か所とも何年も放置され、もう既に山林化しており、農地に

戻すことは不可能と思われます。  
　以上です。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、２０５番、２０

８番について、中山委員さんお願いいたします。  
 
　推進委員の中山です。８月１９日、岩本会長、事務局２名と

現地に行きました。先月出たものと関連した、続いた土地にな

ります。場所は、○○の下側で、市街化調整区域が少しだけか

ぶった、○○の裏のほうになります。現地は、写真にあるよう

に山林化しており、２０８番については、手前の農地部分では

なくて奥側の○○と書いてある上３分の１ぐらいのとこの山林

になります。写真のとおり、もう山林化しておりますので、現

状から農地に復旧するのは難しいと判断いたしました。審議の

ほどよろしくお願いいたします。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、２１３番につい

て、岩木委員さんお願いいたします。  
 
　８番の岩木です。番号２１３番の非農地申請について報告い

たします。現地は、先ほど言いましたように、楢原信号機より

東に行ったところで、玖島小学校から約３００メートル南に行
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ったとこです。小高い幸山神社があるのですが、その麓です。

小高い木立の中に位置する場所です。写真を見ていただいたら

大体分かるかとは思いますが、８月１８日に事務局員の方と堀

田推進委員、私とで、現地確認をいたしました。今、写真のと

ころですが、その場所は、元旧家屋があり、そこで畑作をして

おられた現状でございます。もう今は、スギ、ヒノキが五、六

十年程度経ちもう成長して、今現在、農用地として耕作困難と

認められますので、非農地として何ら問題ないと思います。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。　以上です。  
 
　はい、ありがとうございました。それでは、この５件につき

ましてご意見、ご質問等があればお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第４２号について、証明することに異議はございません

か。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第４２号について証明することに決定

をいたします。  
　続きまして、議案第４３号、利用状況調査に伴う農地・非農

地の判断について議案とします。お願いします。  
 
　議案第４３号、利用状況調査に伴う農地・非農地の判断につ

いて、説明させていただきます。  
　議案書は１１から１３ページになります。また、追加資料と

して、利用状況調査票の「議案第４３号　資料①」も併せてご

覧ください。  
　番号４番、農地の所在は、浅原字甘泉野、登記地目は田で、

面積は、２筆の７５３平方メートルの申請です。  
　次に、番号５番、農地の所在は、中道字三島原、登記地目は

田、畑及び宅地で、面積は、１８筆の７，５８７平方メートル

の申請です。  
　次に、番号７番、農地の所在は、中道字三島原、登記地目は

畑で、面積は、３筆の１，１６６平方メートルの申請です。  
　次に、番号８番、農地の所在は、中道字張山、登記地目は田

及び畑で、面積は、７筆の５，０８１平方メートルの申請です。 
　本件はいずれも、該当する土地所有者等の確認を行い現地調

査を行ったところ、現地は自然かい廃した土地で森林の様相を

呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著

しく困難な土地であると認められましたので、農地法に関する
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各種証明事務取扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」

に該当するか否かの判断基準を準用し、農地に該当しない旨の

判断は可能と考えます。  
　以上で、議案第４３号、利用状況調査に伴う農地・非農地の

判断について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。４番に

ついて、古川委員さんお願いいたします。  
 
　９番の古川です。現地ですけども、調査票が出てますので、

そこの１ページ目です。農地パトロールのときに、これは毎年

問題になっている農地になりますけれども、場所につきまして

は、旧浅原の小学校の向かい側になります。小瀬川の護岸、岸

ですね。写真がちょっと遠くになりますが、写真を見ていただ

きますと太陽光のパネルがあります。その先になります。ずっ

と遠くに、これはスギだと思いますが、スギの木の高いのがい

っぱいあります。これは、お宮がそこにありますので、お宮の

木がそこに映っています。手前のほうの木が繁茂してますけど

も、この間に小瀬川が流れている状況です。写真で言いますと、

右側のほうが小瀬川の上流になります。この辺りを夏に水遊び

ができるように整備を若干しております。ここに、実は、護岸

ですので、災害に遭ったときに、一応、ここの護岸の工事もし

てもらったのですけども、川に降りれる道をつけまして、そこ

で水遊びができる砂場があるという状況になっています。ここ

も合わせてですね、キャンプ場みたいな感じで広場にできない

かということで地元でも考えましたけ。農地に大きな木があり

ますので、農地としての復元というのは、これは不可能と思い

ます。農地パトロールのときにもそのような判断をいたしてま

して、再生は、もうこれは困難だというところにさせていただ

いております。以上です。よろしくお願いいたします。  
 
　はい、ありがとうございました。続きまして、５番、７番、

８番について、神鳥委員さんお願いいたします。  
 
　３番の神鳥です。７月２５日、田丸推進委員、事務局２名、

計４名で、現地を確認いたしました。地図は、国道１８６号線

道の駅「スパ羅漢」吉和方面に２、３００メートル進み左折し、

佐伯錦線を約３キロ進み、山口県境約１キロ手前の地点になり

ます。そこは、津和野街道と並行した土地になります。非農地

状況調査票によると、その土地は、まず再生困難。それから、

荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているような写真がここに

あると思います。○○さんは遠方に在住され、また、体調不良

のため耕作困難で原野化が進み、再生困難と認められます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。  



12 
 

  
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　はい、ありがとうございました。それでは、この４件につき

まして、ご意見、ご質問等があればお願いをいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第４３号について、非農地である旨を通知することに異

議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第４３号について非農地である旨を通

知することにいたします。  
　続きまして、議案第４４号、廿日市市の農業・農村施策に対

する意見書（案）について議案とします。お願いします。  
 
　議案第４４号、廿日市市の農業・農村施策に対する意見書（案）

について説明させていただきます。  
　議案書は１４ページですが、事前に資料としてお配りしてお

ります「意見書（案）」をご覧ください。  
　今回、７月末までに委員の皆様からいただいた意見を下に事

務局で案を作成したものでございます。内容について、項目順

に説明をさせていただきます。  
　まず、１ページ目につきましては、意見の前段ということで、

本市の抱える農業の状況であるとか本市が取り組んできました

地域計画について等々が触れられております。このたび、農業

委員等が日頃の活動を通じて得た農業者の意見などを集約し

て、農業委員会等に関する法律第３８条の規定に基づき、農地

の利用の最適化を効率的かつ効果的に実施するために必要な施

設の改善等についてということで意見書を提出するものでござ

います。  
　続いて、２ページでございます。  
　まず、１番目として「水稲生産者への新たな支援について」

ということでございます。昨今、米の価格高騰となっておりま

すが、その背景として、天候不順であるとか肥料、燃料の高騰

による生産コストの増加であるとか需給バランスが崩れている

ような状況が考えられると。さらに、国の施策として、今まで、

いわゆる生産調整が、米の生産調整が行われたということがこ

の問題に大きくかかっているのではないかと。この政策が廃止

された後もなかなか米の生産量が増えないということで、農業

者の人口減少にもはどめがかかってないというような状況の中

で、この水稲生産者への新たな支援として、２点求めるという

ものでございます。  
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　１点目としては、農家の経営の下支えとしての、作付面積に

応じた市独自の農業者戸別所得補償制度を創設する。  
　２番目として、全国的な病虫害の対策として、薬剤配付、散

布による防除が必要でありますが、その経済的負担を軽減する

ための農薬価格高騰への補助金を創設すること。  
　２番目の「担い手の育成について」ですが、なかなか農業従

事者の高齢化や後継者不足により担い手が確保できていない

と。持続可能な農業を支えるためには担い手の確保が喫緊の課

題であるという中で、地域の新たな担い手の育成、確保のため

に、３点求めるものです。  
　１点目として、新規就農者が安定的に農業経営ができるよう

な各種支援制度を充実させるということ。  
　２点目として、生産意欲のある農業者に対しては、経営規模

いかんにかかわらず、経営が安定するための資金制度など、そ

ういったものを市独自で構築すること。  
　３番目として、農業人材の呼び込みを積極的に行うこと。  
　３番目の「耕作放棄地対策について」。３ページになります。

本市においては、中山間を中心に耕作放棄地が増加している。

この解消は喫緊の課題であるというために、１点求めるもので

す。  
　特に高齢化が進んでおり、地区全体の荒廃化の懸念の高い四

和地区において、新たな作物の敵地調査であるとか、意欲ある

耕作者の募集、市やＪＡなどの栽培支援、そういったことによ

って四和地区が産地の中心となるような取組を進めること。  
　４点目の「有害鳥獣対策について」です。やはり、特に高齢

者により遊休農地が進んでおり、そこに有害鳥獣の住みかとな

っていると。そういったことで農地への影響もさらに危惧され

るところです。その有害鳥獣の被害軽減のためには、捕獲班が

頑張っておられる中で、その捕獲班がより活動しやすい体制整

備のために、３点求めるものです。  
　１点目として、有害鳥獣捕獲班に対して報償費の充実を図る

こと。  
　２点目、捕獲報奨金の増額を行うこと。  
　３点目、新規に捕獲班に加入した人に対する支援の充実に努

めること。  
　続いて、４ページ目です。  
　５番の「個人による農作業受託者の支援について」というこ

とですが。農業者だけじゃなく、農業法人や個人などの農作業

受託者も高齢化が進んでおり、今まで地域の農業を支えていた

だいた方が高齢化が進んでいる中で、請負面積も減少し、それ

によって耕作放棄地も増加する一因となっております。その農

作業受託者も地域農業の担い手の一員であるということで、次

の４点を求めるものです。  
　１点目として、農業機械の購入費用であるとかメンテナンス

費用の各種補助事業を創設すること。  
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　２点目、農業機械導入に当たって資金の借入れやリース等の

仕組みを構築すること。  
　３点目で、燃料費等の価格高騰による作業料金の増額を負担

できるような補助金の創設を行うこと。  
　４点目、各地域の定年帰農者など、そういった方を新たな担

い手、農作業受託者にできるような体制を構築すること。  
　最後６点目、「農道、農業用水路の維持管理について」とい

うことで。これまで、農道や農業用水路については、地域住民

により維持管理をされておられましたが、高齢化により、地域

住民だけでの維持管理は困難であると。さらに、農道や農業用

水路も老朽化をしており、維持管理が困難になる懸念が高いと

いうことから、次の２点を求めるものです。  
　１番目として、農道、農業用水路の維持管理のための技術的、

人的支援を行うこと。  
　２点目として、改修が必要な箇所については、計画的な改善

を行い、同じ箇所を何度も改修するようなことがないよう努め

ること。  
　ということの、大きく項目だけの６点で整理をさせていただ

いております。なお、今回の案につきましては、内容全般につ

いてご承認いただいた後、語句等一部修正を、言葉の修正等が

あればそれをさせていただいて、１０月または１１月の総会に

おいて、昨年と同じように、市長及び議長に意見書を渡したい

というふうに考えております。  
　以上で、議案第４４号、廿日市市の農業・農村施策に対する

意見書（案）について説明を終わります。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。  
 
　それでは、この意見書に対してご意見、ご質問等があればお

願いいたします。  
　ございませんか。よろしいですか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第４４号について、承認することに異議はございません

か。  
≪委員より異議等なし≫  

 
　異議なしと認め、議案第４４号について承認することに決定

をいたします。  
　続きまして、報告事項に入ります。報告第１号、農地法第４

条第１項第７号の規定による届出について、報告します。お願

いいたします。  
 
　報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出に
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議長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 

ついて、報告させていただきます。議案書は１５、１６ページ

になります。  
今月の報告は、令和７年７月１１日から８月８日までの間に

受理した４件です。詳細の説明は、省略させていただきます。  
番号１６１番、１８５番については、申請人が農地転用の手

続を行わず利用していたため、始末書が提出されています。  
番号１９２番については、以前の所有者が農地転用の手続を

行わず利用していたため、顛末書が提出されています。  
本件について書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で

現地調査を行い内容を精査しましたところ、適法であると認め

ましたので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専

決処理を行い受理通知書を交付したものです。  
以上で、報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定によ

る届出について報告を終わります。  
 
　はい、それでは、この４件につきまして、質疑等があればお

願いをいたします。  
ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑がないようですので、報告第１号を終わります。  
　報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて報告します。  
 
　報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて報告させていただきます。議案書は１７ページから１９

ページになります。  
今月の報告は、令和７年７月１１日から８月８日までの間に

受理した８件です。詳細の説明は省略させていただきます。  
　番号１８３番については、過去に転用届が提出されています。 
　番号１８４番、２００番については、申請人が農地転用の手

続を行わず利用していたため、始末書が提出されています。  
　本件について書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で

現地調査を行い内容を精査しましたところ、適法であると認め

ましたので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専

決処理を行い受理通知書を交付したものです。  
以上で、報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定によ

る届出について報告を終わります。  
 
　はい、それでは、この８件につきまして質疑等があれば、お

願いをいたします。  
ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  



16 
 

（閉会　午前１０時５１分）  

 

 

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名

する。 

 
令和７年１０月７日  

 

議事録署名者  

 

           廿日市市農業委員会会長（議長)　　　    　　　　　　　　　　　  

            

           廿日市市農業委員会委員（　６番委員)　　  　　　　　　　　　　　  

            

           廿日市市農業委員会委員（　７番委員)　　　  　　　　　　　　　　  

  
議長  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 

 
　質疑がないようですので、報告第２号を終わります。  
　それでは、全般について何か質疑があれば、お願いをいたし

ます。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 

　特にないようですので、以上で本日の総会を終了いたします。

委員の皆様には慎重にご審議いただき、ありがとうございまし

た。  
　次回の令和７年第１０回農業委員会総会は、１０月７日（火

曜日）、午前１０時から、ここ市役所７階会議室で行います。  
　大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。  


